
（１）地域支援事業の充実
○ 地域支援事業の枠組みを活用し、以下の充実を行い、市町村が中心となって総合的に地域づくりを推進。

在宅医療・介護連携

認知症施策

地域ケア会議

市町村が中心となり、多職種参加の研修等を通
じ、医療介護のネットワークを構築等

地域包括支援センター等に「認知症初期集中支
援チーム」や「認知症地域支援推進員」を配置等

多職種協働のケアマネジメント支援や地域課題
への取組を推進

生活支援・介護予防
地域の高齢者の主体的参加を促しつつ、生活支
援、多様な参加の場作りを充実

取
組
の
強
化

※地域包括ケアの一翼を担うにふさわしい質を備えた効率的な事業として再構築

地域支援事業の充実に併せた予防給付の見直し

（２）予防給付の見直し（訪問介護、通所介護）

○ 要支援者に対する介護予防給付（訪問介護・通所介護）については、市町村が地域の実情に応じ、住民主体の取組を含めた多様な主体によ
る柔軟な取組により、効果的かつ効率的にサービスを提供できるよう、地域支援事業の形式に見直す。市町村の事務負担等も踏まえ、平成２
９年度末にはすべて事業に移行。訪問看護等は引き続き予防給付によるサービス提供を継続。

○ 全国一律のサービスの種類・内容・運営基準・単価等によるのではなく、市町村の判断でボランティア、NPO、民間企業、社会福祉法人、協同
組合等の地域資源を効果的に活用できるようにしていく。

○ 移行後の事業も、介護保険制度内でのサービスの提供であり、財源構成も変わらない。

○ 地域の実情に合わせて一定程度時間をかけ、既存介護サービス事業者の活用も含め多様な主体による事業の受け皿の基盤整備を行う。

予防給付から新しい総合事業への移行
高齢者の多様なニーズに対応するため、市町村
が地域の実情に応じ、取組を推進
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訪問看護、福祉用具等
※全国一律の人員基準、運営基準
※訪問介護・通所介護は総合事業に

よるサービスへ移行

介護予防給付

介護予防・生活支援サービス事業対象者要 支 援 者

総合事業

※チェックリストで判断

一般介護予防事業（その他体操教室等の普及啓発等。全ての高齢者が対象。）

一般高齢者

市町村・地域包括支援センターがケアマネジメントを実施

新しい介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）

○ 介護保険制度の地域支援事業の枠組みの中で、平成２４年度に導入した介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）を発展的

に見直し。現在、事業実施が市町村の任意となっているが（※）、総合事業について必要な見直しを行った上で、平成２９年４月まで

に全ての市町村で実施 （※）２４年度２７保険者が実施、２５年度は４４保険者が実施予定

○ サービスの種類・内容・人員基準・運営基準・単価等が全国一律となっている予防給付のうち、訪問介護・通所介護について、

市町村が地域の実情に応じ、住民主体の取組を含めた多様な主体による柔軟な取組により、効果的かつ効率的にサービスを

提供できるよう、地域支援事業の形式に見直す。（平成２９年度末には全て事業に移行）。

○ 総合事業の事業費の上限は、事業への移行分を賄えるように見直し。

○ 訪問介護・通所介護以外のサービス（訪問看護、福祉用具等）は、引き続き予防給付によるサービス提供を継続。

○ 地域包括支援センターによるケアマネジメントに基づき、総合事業のサービスと予防給付のサービス(要支援者)を組み合わせる。

○ 総合事業の実施に向け基盤整備を推進。

介護予防・生活支援サービス事業
①訪問型・通所型サービス（運動・口腔・栄養改善事業等を含む）
②栄養改善を目的とした配食、定期的な安否確認・緊急時対応 等

※事業内容は、市町村の裁量を拡大、柔軟な人員基準・運営基準
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要支援者の訪問介護、通所介護の総合事業への移行（介護予防・生活支援サービス事業）

予防給付によるサービス

・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・通所リハビリテーション
・短期入所療養介護
・居宅療養管理指導
・特定施設入所者生活介護
・短期入所者生活介護
・訪問入浴介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
・福祉用具貸与
・福祉用具販売
・住宅改修 など

新しい総合事業によるサービス
（介護予防・生活支援サービス事業）

・訪問型サービス

・通所型サービス

・生活支援サービス
（配食・見守り等）

・多様な担い手による生活支援

・ミニデイなどの通いの場
・運動、栄養、口腔ケア等の教室

・訪問介護

・通所介護

従来通り
予防給付で行う

訪問介護、通所介護
について事業へ移行

○ 多様な主体による柔軟な取り組みにより効果的かつ効率的にサービスを提供できるよう、予防給付の訪問
介護、通所介護は、事業にすべて移行（平成２９年度末まで）

○その他のサービスは、予防給付によるサービスを利用

・介護事業所による訪問型・通所
型サービス

※多様な主体による多様なサービスの提供を推進
※総合事業のみ利用の場合は、基本チェックリスト該当で利用可
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○予防給付のうち訪問介護・通所介護について、市町村が地域の実情に応じた取組ができる介護保険制度の地域支援事業へ移

行（２９年度末まで）。財源構成は給付と同じ（国、都道府県、市町村、1号保険料、２号保険料）。

○既存の介護事業所による既存のサービスに加えて、NPO、民間企業、ボランティアなど地域の多様な主体を活用して高齢者を支

援。高齢者は支え手側に回ることも。

予防給付の見直しと生活支援サービスの充実

・住民主体で参加しやすく、地域に根ざした介護予防活動の推進
・元気な時からの切れ目ない介護予防の継続
・リハビリテーション専門職等の関与による介護予防の取組
・見守り等生活支援の担い手として、生きがいと役割づくりによる互助の推進

・住民主体のサービ
ス利用の拡充

・認定に至らない
高齢者の増加

・重度化予防の推進

・専門的なサービスを必要とする人に
は専門的サービスの提供
（専門サービスにふさわしい単価）

・支援する側とされる側という画一的
な関係性ではなく、サービスを利用
しながら地域とのつながりを維持で
きる

・能力に応じた柔軟な支援により、
介護サービスからの自立意欲が向上

・多様なニーズに対
するサービスの拡
がりにより、在宅生
活の安心確保

予防給付
（全国一律の基準）

地域支援事業

移行

移行

・多様な担い手による多様なサービス
（多様な単価、住民主体による低廉な

単価の設定、単価が低い場合には
利用料も低減）

同時に実現

サービスの充実

費用の効率化

訪問介護
ＮＰＯ、民間事業者等による掃除・洗濯等の
生活支援サービス

住民ボランティアによるゴミ出し等の生活支
援サービス

既存の訪問介護事業所による身体介護・生
活援助の訪問介護

通所介護

既存の通所介護事業所による機能訓練等
の通所介護

ＮＰＯ、民間事業者等によるﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

ｺﾐｭﾆﾃｨｻﾛﾝ、住民主体の運動・交流の場

リハビリ、栄養、口腔ケア等の専門職等関与
する教室

介護予防・生活支援の充実
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経過措置期間

市町村の新しい総合事業実施に向けたスケジュールについて（イメージ）

２７’ ２８’ ２９’

保

険

者

数

３０’

法改正

27、28年度は市町村の選択で移行（エリアごとも可）

要支援認定期間
→最大12か月

全ての保険者・
エリアで導入

○ 移行に際しては受け皿の整備に一定の時間がかかることも踏まえて、平成29年４月までに、全ての保険者で要支援
者に対する新しい総合事業を開始。（27、28年度は市町村の選択）

○ 平成29年度末をもって、予防給付のうち訪問介護と通所介護については終了。

：予防給付
（訪問介護・通所介護）

：新しい総合事業

既にサービスを受けている者については事業移行後も
必要に応じて既存サービス相当のサービスを利用可能とする。

訪問介護、通所介護（予防給付）から訪問型サービス・通所型サービスへの移行（イメージ）

新しくサービスを受ける者については多様なサービスの利用を促進

（必要に応じて既存サービス相当のサービスを利用可能とする）
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３０’

総合事業へのサービス移行の推進等による費用の効率化（イメージ）

制度改正

２５’

２７’

３０’

予防給付

予防給付
介護予防事業

←

費
用
額

→

第６期計画期間中（平成２９年４
月まで）に、すべての市町村で、
総合事業を開始

予防給付
＋新しい総合事業

介護予防事業
（総合事業含む。）

総合事業へのサービス移行の推
進、介護予防の強化等

○ 総合事業への移行により住民主体の地域づくりを推進。住民主体のサービス利用を拡充し、効率的に事業実施。
○ 機能が強化された新しい総合事業を利用することで、支援を必要とする高齢者が要支援認定を受けなくても地域で暮ら
せる社会を実現。

○ リハ職等が積極的に関与しケアマネジメントを機能強化。重度化予防をこれまで以上に推進。

・ 中長期的には費用の伸びが、効率的なサービス提供を通じ
て、後期高齢者の伸び(3～4%)程度となることを目安として
努力

・ 短期的には、生活支援・介護予防の基盤整備の支援充実に
あわせ、より大きな費用の効率化

・住民主体のサービス利用の拡充
・認定に至らない高齢者の増加
・重度化予防の推進

現
行
制
度
を
維
持
し
た
場
合

制
度
見
直
し
後
の
費
用
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国によるガイドラインの提示等

○ 市町村による事業の円滑な実施を推進するため、ガイドラインとして、介護保険法に基づく指針を策定。

○ 市町村による事業での様々な創意工夫の例や事業で対応する際の留意点をガイドラインの中に記載。

（創意工夫の例）

・事業への移行の推進等を通じた、住民主体のサービス利用の拡充

・介護予防の機能強化を通じた認定率の伸びの抑制

・リハ職等が積極的に関与し、ケアマネジメントを機能強化し、重度化予防の推進

（事業で対応する際の留意点の例）

・認知機能が低下している者に対するサービスについては早期から専門職が適切に関与するとともに適切な生活支援サービスを組み合

わせること

・明確な目標等を定めた個別サービス計画を作成し、 ６ヶ月等一定期間経過後、 地域包括支援センターと介護サービス事業者等が

サービス担当者会議などで適切に評価し、効率的な事業への移行を積極的に推進すること （「アセスメント→訪問／通所介護計画（明

確な目標設定）→定期的な記録→サービス担当者会議などでの定期的な評価を通じた課題解決」のプロセスを経る。）

○ 国として法に基づくガイドラインの中で、すべての市町村が要支援者のサービス提供を効率的に行い、総費用額の伸

びを低減させることを目標として努力することを記載。

○ 市町村は介護保険事業計画の中で要支援者のサービス提供の在り方とその費用について明記することになるが、そ

の結果を３年度毎に検証することを新たに介護保険法に法定化することを検討。

要支援者に対するサービス提供について、各市町村が計画期間中の取組、費用等の結果について検証し、次期計画

期間につなげていく枠組みを新たに構築する。
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市町村の事務負担の軽減等について

１ 市町村による契約・審査・支払事務の負担軽減

○ 都道府県との適切な役割分担のもと市町村が事業所を認定等により特定する仕組みを導入
・ 市町村が毎年度委託契約を締結するといった事務を不要等とするため、現在の指定事業所の枠組

みを参考にしつつ事業所を認定等により特定する仕組みを設け、推進。

○ 審査・支払について国民健康保険団体連合会の活用
・ サービス提供主体である事業者等から費用の請求に係る審査・支払については国民健康保険団体

連合会の活用を推進。既存サービス相当のサービス等については、あわせて簡易な限度額管理も行
う。

２ 市町村で地域の実情に応じた事業を展開しやすいような様々な支援策の実施

（例）要支援事業を円滑に実施するための指針（ガイドライン）の策定
日常生活圏域ニーズ調査、地域ケア会議、介護・医療関連情報の「見える化」の推進
生活支援サービスのコーディネーターの配置の推進
地域包括ケア好事例集の作成 等

３ 介護認定の有効期間の延長について検討

○予防給付の訪問介護・通所介護を市町村の地域支援事業に移行することにより、市町村の契約
等の事務が増加することが見込まれるため、円滑に事務を遂行するために以下のような市町村に
対する支援策を実施。
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○ 現在、居宅介護支援事業者の指定は、事業所からの申請により、都道府県が行うこととなっているが、指定都

市・中核市以外の市町村にも指定権限を移譲する。（平成３０年度施行）
※ 大都市等の特例により、指定都市及び中核市については、居宅介護支援事業者の指定権限が移譲されている。

地域密着型通所介護

小規模多機能型居宅介護の
サテライト型事業所

見直し案

大規模型大規模型
【前年度1月当たり平均利用延人員数：750人超】

現行

通常規模型
【前年度1月当たり平均利用延人員数：300人超】

小規模型
【前年度1月当たり平均利用延人員数：300人以内】

都
道
府
県
が
指
定

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

(

市
町
村
が
指
定)

都
道
府
県
が
指
定

※地域密着型サービスとした場合の市町村の事務等
○事業所の指定・監督
○事業所指定、基準・報酬設定を行う際、住民、関係者からの意見聴取
○運営推進会議への参加 等

※地域密着型サービスは、市町村の判断で公募により事業者を指定できる。

通常規模型

（注）事業所規模は現在の取扱いを記載。

認知症対応型認知症対応型
市
町
村
が

指
定※

※地域密着型サービス

大規模型／通常規模型のサテライト型事業所

○ 増加する小規模の通所介護の事業所について、①地域との連携や運営の透明性を確保するため市町村が指
定・監督する地域密着型サービスへ移行、②経営の安定性の確保、サービスの質の向上のため、通所介護（大
規模型・通常規模型）や小規模多機能型居宅介護のサテライト事業所へ移行。

小規模型通所介護の移行と居宅介護支援事業者の指定権限の移譲について
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27～29年度 30年度～

小規模型通所介護
地域との連携や運営の透明性
確保のため「地域密着型通所
介護」等へ移行

■28年4月までの間で施行
■運営基準の条例制定
（施行日から１年間の経過措置）

ケアマネジメント
保険者機能の強化のため居
宅介護支援事業所の指定権
限を移譲等

経過措置期間（権限移
譲等に向けた準備期間）

■30年4月施行
■運営基準の条例制定
（平成31年3月まで経過措置）

■地域密着型通所介護等
の推進

○ 居宅介護支援（ケアマネ）事業者の指定権限の市町村への移譲や小規模型通所介護の地域密着型
サービスへの移行などを検討中。

○ これらは十分な経過措置期間を設けるとともに、市町村の事務負担の軽減等のために必要な支援を
行う。

居宅介護支援事業所の指定権限の市町村への移譲・小規模型通所介護
の地域密着型サービスへの移行のスケジュール

（事務負担の軽減）
・ 市町村の事務負担を少しでも軽減するため、地域密着型サービス事業所の指定の際の市町村長による

運営委員会の実施等関係者の意見反映のための措置の義務付けを緩和し、努力義務とするほか、以下
のような措置について検討。
（例） 事業所の指定事務 →書類の確認等に係る事務の委託の推進

集団指導、実地指導→事務受託法人等の活用の推進、都道府県との役割分担
運営推進会議 →実施方法等の弾力化の推進
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保険者

支給
（償還払い）

選択

事業者Ａ

利用者

○現行制度では改修事
業者に関する規定は
特に設けていない。

○本人が行う改修につ
いても材料の購入費
を支給対象としている。

○登録された事業者は、
利用者に代わり、申請
を行う。

○住宅改修費は、事業者
が受領。

○利用者は、自己負担分
を事業者へ支払う。

選択

事業者Ｂ

【現 行】

事前申請
事後申請

施工 施工

住宅改修
事業者の
登録

事業者への指導・
研修が可能

【登録制度】
保険者は任意で選択

※登録していない事業者Ａについては、従来通り利用者が保険者へ請求（償還払い）。

○市町村は、被保険者が、住宅改修を行ったときは、当該被保険者に対し、居宅介護（介護予防）住宅改修費を
支給することとしているため、住宅改修を行う者については、特段の規定はない。

○多くの保険者から「事業者が指定制度ではないため、事業者に対する指導が難しい」、「事業者により技術・
施工水準のバラツキが大きい」との声が上がっている。

○住宅改修の質を確保する観点から、市町村が例えば事業者への研修等を行いやすくするため、あらかじめ事業
者の登録を行った上で住宅改修費を支給する仕組みを導入できることとする。

現
行
の
課
題

見
直
し

イ メ ー ジ

住宅改修事業者の登録制度の導入
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〔見直し案〕

○ 原則、特養への新規入所者を要介護度３以上の高齢者に限定し、在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える施
設としての機能に重点化【既入所者は除く】

○ 他方で、軽度（要介護１・２）の要介護者について、やむを得ない事情により、特養以外での生活が著しく困難であ
ると認められる場合には、市町村の関与の下、特例的に、入所を認める
【 参考：要介護１・２であっても特養への入所が必要と考えられる場合（詳細については今後検討） 】

 知的障害・精神障害等も伴って、地域での安定した生活を続けることが困難
 家族等による虐待が深刻であり、心身の安全・安心の確保が不可欠
 認知症高齢者であり、常時の適切な見守り・介護が必要

特別養護老人ホームの重点化

2.7

3.1

12.5

9.0

8.7

14.9

26.1

20.3

19.0

36.7

32.0

28.7

25.6

35.8

22.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成２３年

平成１２年

要介護度別の特養入所者の割合

（３．３５）

（３．８９）

【参考】
平成23年度における
特養の新規入所者

※全体の約14万人
のうち要介護１・２は
約１．６万人

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ （平均要介護度）

要介護１～２ 要介護３ 要介護４～５ 計

全体 １３.２
（３１.２％）

１１.０
（２６.２％）

１７．９
（４２.４％）

４２．１
（１００％）

うち在宅の方 ７.７
（１８.２％）

５.４
（１２.９％）

６．７
（１６.０％）

１９．９
（４７.２％）

（単位：万人）特養の入所申込者の状況

※各都道府県で把握している特別養護老人ホームの入所申込者の状況を集計したもの。 （平成２１年１２月集計。調査時点は都道府県によって異なる。）

≪ 施設数： ７，８３１施設 サービス受給者数：５１．１万人 （平成２５年８月） ≫
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○ 介護保険においては、住所地の市町村が保険者となるのが原則だが、介護保険施設等の所在する市町村の財政に配
慮するため、特例として、入所者は入所前の市町村の被保険者となる仕組み（住所地特例）を設けている。

○ 現在、サービス付き高齢者向け住宅は有料老人ホームに該当しても特例の対象外だが、所在市町村の負担を考慮し、
その他の有料老人ホームとの均衡を踏まえ、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅についても、住
所地特例の対象とする。

○ 従来の住所地特例では、対象者が住所地の市町村の指定した地域密着型サービス及び地域支援事業を使えないとい
う課題があるが、住所地特例対象者に限り、住所地市町村の指定を受けた地域密着型サービスを使えるようにし、住
所地市町村の地域支援事業を利用できることとする（地域支援事業の費用負担の調整方法は今後検討）。

サービス付き高齢者向け住宅への住所地特例の適用

＜現在の対象施設等＞
(1) 介護保険３施設
(2) 特定施設（地域密着型特定施設を除く。）

・有料老人ホーム
※特定施設入居者生活介護の指定を受けていない賃貸
借方式のサービス付き高齢者向け住宅は対象外。

・軽費老人ホーム
(3) 養護老人ホーム

Ａ町 Ｂ市

自宅 施設等

住所 Ｂ市
住民税 Ｂ市
行政サービス Ｂ市
介護保険の保険者 Ａ町
介護保険料 Ａ町
保険給付 Ａ町

＜制度概要＞

この除外規定を見直し、有料
老人ホームに該当するサービ
ス付き高齢者向け住宅を住所
地特例の対象とする
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○ 地域包括ケアシステム構築の観点から、現在公表されている介護サービス事業所の他に、地域
包括支援センターと配食や見守り等の生活支援の情報について、本公表制度を活用し、広く国民
に情報発信を行う。

また、通所介護の設備を利用して提供している法定外の宿泊サービスの情報も公表。
○ 今後、介護人材の確保が重要となる中、各事業所における雇用管理の取組を推進することが重
要であり、現行の従業者等に関する情報公表の仕組みについて、円滑に事業所が情報を公表でき
るよう見直しを行う。

○ インターネットを通じて情報を入手することができない方に対しても、地域包括支援センター
等で情報公表システムを活用して分かりやすく情報提供するなどの工夫が必要。

＜掲載イメージ＞

地域包括支援センター

居宅介護支援事業所

訪問介護事業所等

介護老人福祉施設等

配食サービス等

38

介護サービス情報公表制度の見直し

地域包括支援センター

生活支援サービス

従業者に関する情報

通所介護の宿泊サービス情報
※通所介護の情報に追加

新たに国民に情報発信

人材確保の観点から活用を促進
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介護人材の確保

・介護報酬改定等を通じた処遇改善の取組等、４つの
視点に基づき総合的に施策を推進
・介護保険事業（支援）計画の基本指針と連動した福祉
人材確保指針や介護雇用管理改善等計画の見直し
・介護人材の需給推計ツールの提供など都道府県へ
の支援

視点①：参入の促進

介護業界のイメージアップの推進、介護職員の
専門性に対する社会的認知度のアップ、情報
公表や適切なマッチングなど多様な人材が就
労できるような裾野を広げる取組 等

視点②：キャリアパスの確立

研修の受講支援や法人の枠を超えた人事交
流の推進などのステップアップやキャリアパス
の確立 等

視点③：職場環境の整備・改善

介護職員の負担軽減のための介護ロボットの
開発促進やICTを活用した情報連携の推進・業
務の効率化などの職場環境の整備・改善 等

視点④：処遇改善

介護報酬の改定を通じて、介護職員の更なる
処遇改善を図るとともに、事業者による取組の
促進策を検討 等

・事業者の介護人材確保に向けた取組の支援
・生活支援の担い手を増やしていくための取組

・介護保険事業支援計画等に基づき、介護職員の研修
など、４つの視点からの取組
・必要となる介護人材の需給推計の実施
・関係団体や関係機関などを集めた協議会の設置運営

取

組

の

４

つ

の

視

点

国

・
都
道
府
県
・
市
町
村
・
事
業
者
の
主
な
役
割

都道府県

市町村

国

・選ばれる事業所となるための魅力ある職場作り等も
含めた介護職員の処遇改善への取組
・業界自らのイメージアップへの取組
・業界全体としてマネジメントに関する情報の提供と意
識改革
・複数事業所が共同で採用や研修を行うなど事業所の
連携強化

事業者（事業者団体）
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平成24年4月
平成24年度介護報酬改定 ＋１．２％改定

「介護職員処遇改善加算」の創設により、処遇
改善交付金による処遇改善を継続

介護職員の処遇改善についての取組

平成21年4月
平成21年度介護報酬改定 ＋３％改定

（介護従事者の処遇改善に重点をおいた改定）
月額 ＋ ９，０００円

月額 ＋１５，０００円

月額 ＋３０，０００円 相当の効果

社会保障・税一体改革の中で更なる処遇改善を行う

（実績）

（実績）

平成21年10月～平成24年3月
介護職員処遇改善交付金（補正予算）

施
設
・事
業
所
に
お
け
る

処
遇
改
善

＋

月額 ＋ ６，０００円

（実績）

１．上記３つの取組等により、それぞれ実績として給与が改善
されている。

２．上記実績はそれぞれ調査客体等が異なるが、これを合計
すれば月額３万円相当の改善となっている。
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地 域 人 づ く り 事 業 の 概 要

○ 地域経済を活性化し、「日本再興戦略」による経済成長を確実なものとするために、地域において、産業や社会情勢等の実
情に応じた多様な「人づくり」により、若者や女性、高齢者等の潜在力を引き出し、雇用の拡大など「全員参加」を可能とする環
境を整備するとともに、賃金の上昇や、家計所得の増大等処遇改善に向けた取組を推進。

趣 旨

概要

求職者・一部の在職者

厚生労働省

民間企業、各種団体等

全都道府県基金

事業計画・
目標設定

交付金の交付

支援策の実施

雇入れの場合のマッチング等

事業を民間委託

○ 都道府県に造成している基金を積み増し、「地域人づくり事業」を創設し、民間企業等の活力を用い、雇用の拡大及び処遇
の改善に取り組む。

事業スキーム

○ 事業期間は、事業開始（平成25年度補正予算成立）から、平成26年度末まで。

（ただし、平成26年度までに開始した事業は平成27年度末まで。）

○ 都道府県は、予め雇用拡大及び処遇改善に関する事業の到達目標を立て、その進捗

を管理することが必要。

市町村

補助

事業を民間委託

地域の多様な「人づくり」を通じた
雇用拡大・賃上げ促進

ハローワーク

事業内容

雇用拡大プロセス
・・・失業者（無業者）の就職に向けた支援

（例）

【雇入れを伴うもの】
① 未就職卒業者・出産により離職した女性を雇
い入れての座学研修・企業実習／

② 高齢者等を雇い入れての介護補助事業 等
（支弁費用）人件費、研修費、企業実習受入経費

【雇入れを伴わないもの】
③ 人手不足分野のミスマッチ解消のための合
同採用説明会／

④ 中小企業の情報発信／
⑤ 地域の実情に応じた就職支援セミナー
⑥ 生涯現役社会実現に向けた高齢者就業
機会の掘り起こしとマッチング 等

（支弁費用）説明会経費、情報発信費、セミナー経費等

地域のニーズに応じて、以下の雇用対策事業を計画・実施。受託事業主は、予め計画を立てて取り組むことが必要。

（例）

① 【定着支援】 に向けたメンタルトレーニング
（若手社員向け）・雇用管理研修（管理者向
け）／

② 非正規雇用労働者の 【正社員化】 に向け
た生産性拡大に関するコンサルティング／

③ 【賃金上昇】 を目的とした、海外販路拡大・
グローバル人材育成のための国内外派遣 等

（支弁費用）研修費（講師謝金、アドバイス費用） 等

処遇改善プロセス
・・・在職者に対する処遇改善に向けた支援

※ 実施都道府県は、両プロセスの実施が必要。

平成25年度補正予算案
1,020億円
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雇用拡大プロセスの例

（概要）
介護事業所が地域の若年者、高齢者等の無業者を、有期雇用契約にて雇入れ、業務に従事さ

せながら訓練を受講させることにより能力を高め、正規雇用につなげる。
（効果）
介護人材確保、育成

（委託先のイメージ）
・人材確保や人材育成に取り組む介護施設

介護人材確保支援事業

（例）介護人材不足対
策を実施したい

介護施設

訓練実施機関

雇用
（有期雇用）

介護人材の確保、
育成を委託

委託

働きながら
訓練

事業実施計画
（事業目標含）

の提出

介護人材確保、育成
正規雇用化

若年者、高齢者 等

新規就職者○○人
（うち正規雇用化○○人）

事業
目標

県又は
市町村

※ 本事業は、平成２５年度補正予算案において要求中の段階のものであり、今後の国会審議等により内容に変更が
生じる場合があります。

※ 本資料はあくまで想定し得る事業のイメージを示したものです。実際に実施される事業は、各自治体により異なりま
すのでご注意ください。
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処遇改善プロセスの例

（概要）
介護業界における賃上げ等処遇改善の取組を推進するため、介護事業団体等が、介護事業主を対象に、

中小企業診断士等の専門家による雇用管理等の相談援助を実施する。
（効果）
・介護業界における若者等の離職防止

（委託先のイメージ）
・介護事業団体、労務管理を専門に扱う団体 等

介護業雇用管理等相談援助事業

介護事業主に対する
雇用管理等の相談援

助業務を委託

地域の介護事業主の早
期離職防止・定着率向上

事業実施計画
（事業目標含）

の提出

○ 処遇改善アドバイス

○ 生産性向上コンサル
ティング

○その他労務管理相談

委託

（例）定着率に問題の
ある介護業界の処
遇改善に取り組み
たい

介護事業団体

支援

介護事業主

若年者の定着
率○○％向上

事業
目標県又は

市町村

※ 本事業は、平成２５年度補正予算案において要求中の段階のものであり、今後の国会審議等により内容に変更が
生じる場合があります。

※ 本資料はあくまで想定し得る事業のイメージを示したものです。実際に実施される事業は、各自治体により異なりま
すのでご注意ください。
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